


基本的事項 推進する対策

■ 所有者等による自主的な空き家等の管理の促進

　私有財産である空き家等の適切な管理は、第一義的には空き家等の所有者及び管理者の責任にお

いて行われるべきものであることから、所有者等による自主的な空き家等の管理を促進します。

■ 空き家等と除却後の跡地の利活用の促進

　空き家等対策を、町の活力創出や地域コミュニティの活性化等に向けたまちづくりと位置づけ、

移住者への提供のほか、地域住民の集いの場や新たな活動の拠点等、空き家等や建物を除却した跡

地の利活用を促進します。

■ 関係団体・機関等との連携による空き家等対策の推進

　空き家等対策は、本町の特性や立地する地域 ( 区 ) と所有者等の事情を考慮しつつ、法令や建築、

不動産取引等の専門的な知識が必要である等、その対応が多岐にわたることから、地域（区 )、ＮＰ

Ｏ法人、民間事業者のほか、関係機関や各分野の専門家等との連携により推進します。

基本方針

■ 空き家問題を早期に解決するための意識の醸成とサポート

・町民や所有者等の意識高揚

・空き家所有者へのサポートと情報提供

■地域の住環境に深刻な影響を及ぼす空き家の解消

・法に基づく措置を行うための体制づくり

・所有者等の意志による解消の促進

■空き家に対する町の体制、地域全体の連携の充実

・継続的な空き家の実態把握

・関係者が連携して取り組むための体制づくり

■地域に新たな活気と可能性を呼び込む空き家の利活用の推進

・空き家を活用した移住・定住促進

・利用者のニーズに適応した空き家利活用の促進

・空き家の利活用や適正管理への支援
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■ 所有者等の管理責任の意識啓発

■ 空き家化の予防の必要性の周知

■ 空き家情報の整理とデータベース化

■ 地域 ( 区 ) との連携による継続的な空き家情報の把握

■ 適正管理や問題解消に向けた相談対応と情報提供

■ 空き家の継続的な管理手法についての検討

■ 特定空家等の認定基準や認定後の対応方法の明確化

■ 管理不全空き家の所有者等による主体的な問題解消の促進

■ 管理不全空き家の除却対策に関する制度の検討

実施体制

の 強 化

■ 庁内各課間の情報共有と連携強化

■ 地域 ( 区 )、ＮＰＯ法人、民間事業者等との連携強化

■ 各分野の専門家や関係機関との協力関係の構築

■ 空き家情報バンクの利用促進

■ 民間事業者等との連携による流通促進体制の整備

■ 空き家を活用した移住・定住につながる支援

■ 多様な利活用につながる支援制度の検討

■ 空き家等の実情に応じた利活用の促進

■ 空き家利用希望者への情報発信の充実と支援
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